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                         ７－参考１ 

子ども・子育て支援新制度の施行に係る保育所等の利用者負担額 

等について 

１ 背景 

  平成２７年４月１日から子ども・子育て支援新制度のもとに、子どものた

めの教育・保育給付が提供されるに当たり、特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業者から保育を受けた場合に保護者が支払う利用者負担額につい

ては、子ども・子育て支援法及び津市特定教育保育施設及び特定地域型保育

事業の運営の基準に関する条例に基づき、政令で定める額を限度として市町

村が定めることとされています。 

２ 対応内容 

 利用者負担額（７－参考２） 

平成２７年１月１５日付け内閣府、文部科学省及び厚生労働省からの通

知を踏まえ、子ども・子育て支援法等に基づいて支給認定した保護者の子

どもが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者から保育を受けた

場合に、当該保護者が施設及び事業者に支払う利用者負担額を定めます。 

  ア 子どもが属する世帯の階層区分に係る基準を市町村民税額及び所得税

額によるものから市町村民税額によるものに変更します。 

  イ 世帯の収入の増減に伴う所得階層区分の変更による負担額の変動幅を

小さくするため現行の１１階層（１２区分）を１９階層（２５区分）に

細分化します。 

  ウ ２号認定子ども（満３歳児以上の保育認定子ども）及び３号認定子ど

も（満３歳児未満の保育認定子ども）の区分に応じて利用者負担額を設

定します。また、それぞれの区分ごとに、保育標準時間（最大１１時間

の保育）認定又は保育短時間（最大８時間の保育）認定の区分に応じた

利用者負担額を設定します。 

エ 市町村民税非課税及び市町村民税所得割課税額４８，６００円未満の

階層区分に該当するひとり親世帯等について、利用者負担額を軽減しま

す。 

  オ 子どもの父又は母が婚姻によらないで父又は母となった場合にも、地

方税法の寡夫又は寡婦の規定を準用して算出した市町村民税額により利
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用者負担額を軽減します。 

 延長保育利用料（７－参考３） 

 保育標準時間内において、設定された保育短時間の枠を超えて保育が必

要な場合の延長保育について利用料を定めます。 

３ 今後の対応 

  利用者負担額については、なるべく早い時期に保護者及び市民へ周知する

予定です。 



７－参考２
保育所等の利用者負担額

１　２号認定子ども（満３歳以上の保育認定子ども）

政令で定める額（３月末日までに告示される予定） 利用者負担額（案） 【現行】保育所入所負担金（保育料）

単位：円 単位：円 単位：円

満３歳児以上

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

1 生活保護世帯 0 0 1 (1) 生活保護世帯 0 0 0 0 1 (1) 生活保護世帯 0

2 市町村民税非課税世帯 6,000 6,000 (2) ひとり親世帯等 0 0 0 0 (2) ひとり親世帯等 0

3
市町村民税所得割課税額
48,600円未満

16,500 16,300 (3) その他世帯 3,000 2,900 3,000 2,900 (3) その他世帯 4,500

4
市町村民税所得割課税額
97,000円未満

27,000 26,600 (4) ひとり親世帯等 5,600 5,400 5,600 5,400

階層区分

（市町村民税は前年度分）
※ 9月分以降は当年度分

認定区分

満３歳児以上
階
層

2 2 市町村民税非課税世帯

市町村民税所得割非課税

市町村民税非課税世帯

区
分

（市町村民税は前年度分、所得税額は前
年分）

階
層

区
分

認定区分
(市町村民税は前年度分)
※ 9月分以降は当年度分

満３歳児 満４歳児以上

4
97,000円未満

27,000 26,600 (4) ひとり親世帯等 5,600 5,400 5,600 5,400

5
市町村民税所得割課税額
169,000円未満

41,500 40,900 (5) その他世帯 6,000 5,800 6,000 5,800

6
市町村民税所得割課税額
301,000円未満

58,000 57,100 (6) ひとり親世帯等 6,600 6,400 6,600 6,400 4 (5) 10,500

7
市町村民税所得割課税額
397,000円未満

77,000 75,800 (7) その他世帯 7,000 6,800 7,000 6,800

8
市町村民税所得割課税額
397,000円以上

101,000 99,400 (8) ひとり親世帯等 7,500 7,300 7,500 7,300

(9) その他世帯 8,000 7,800 8,000 7,800

(10) ひとり親世帯等 8,500 8,300 8,500 8,300

(11) その他世帯 9,000 8,800 9,000 8,800

(12) ひとり親世帯等 9,900 9,700 9,900 9,700

5

6

7

9,000

市町村民税所得割の額のある世帯

市町村民税均等割の額のみある世帯33
市町村民税所得割非課税
世帯

市町村民税所得割課税額
12,100円未満

4

市町村民税所得割課税額
12,100円以上
24,200円未満

市町村民税所得割課税額
24,200円以上
36,400円未満

市町村民税所得割課税額
36,400円以上

(4)

多子軽減

同一世帯から２人以上の児童が保育所等を利用してい

る場合における利用者負担額は、年齢の高い順に２人目

の子どもにあっては１/２の額を適用し、３人目以降の

子どもにあっては０円とする。

ひとり親世帯等軽減

次に掲げる世帯に属する子どもの利用者負担額につい

ては、次表に掲げる額とする。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項に規定す
(13) その他世帯 10,500 10,300 10,500 10,300

8 (14) 11,600 11,400 11,600 11,400 5 (6) 14,000

9 (15) 12,700 12,400 12,700 12,400

10 (16) 14,000 13,700 14,000 13,700

11 (17) 16,300 16,000 16,300 16,000 6 (7) 21,000

12 (18) 18,600 18,200 18,600 18,200

13 (19) 21,000 20,600 21,000 20,600

14 (20) 23,000 22,600 23,000 22,600 7 (8) 25,000

15 (21) 25,000 24,500 25,000 24,500

7

所得税額50,000円以上70,000円未満

所得税額20,000円以上50,000円未満

所得税額20,000円未満
市町村民税所得割課税額48,600円以上
57,200円未満

36,400円以上
48,600円未満

市町村民税所得割課税額74,400円以上
84,700円未満

市町村民税所得割課税額84,700円以上
97,000円未満

市町村民税所得割課税額97,000円以上
110,400円未満

市町村民税所得割課税額110,400円以上
123,100円未満

市町村民税所得割課税額57,200円以上
65,800円未満

市町村民税所得割課税額65,800円以上
74,400円未満

市町村民税所得割課税額123,100円以上
135,900円未満

子どもにあっては０円とする。

ひとり親世帯等軽減

次に掲げる世帯に属する子どもの利用者負担額につい

ては、次表に掲げる額とする。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項に規定す

る配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの又

は配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの

世帯

イ 次に掲げる在宅障害児（者）を有する世帯

(ｱ) 身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手

帳の交付を受けた者

(ｲ) 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受け

た者

(ｳ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５

条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた

者

(ｴ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める

特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定

める国民年金の障害基礎年金等の受給者 15 (21) 25,000 24,500 25,000 24,500

2 市町村民税非課税世帯 0 0 16 (22) 29,000 28,500 29,000 28,500 8 (9) 29,000

3
市町村民税所得割課税額
48,600円未満

15,500 15,300 17 (23) 30,000 29,400 30,000 29,400 9 (10) 30,000

18 (24) 32,000 31,400 32,000 30,200 10 (11) 32,000

19 (25) 33,000 32,400 32,600 30,200 11 (12) 33,000

－１－

所得税額413,000円以上

所得税額258,000円以上413,000円未満

所得税額103,000円以上258,000円未満

所得税額70,000円以上103,000円未満

市町村民税所得割課税額169,000円以上
257,500円未満

市町村民税所得割課税額257,500円以上
301,000円未満

市町村民税所得割課税額301,000円以上

135,900円未満

市町村民税所得割課税額135,900円以上
169,000円未満

者

(ｴ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める

特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定

める国民年金の障害基礎年金等の受給者



２　３号認定子ども（満３歳未満の保育認定子ども）

政令で定める額（３月末日までに告示される予定） 利用者負担額（案） 【現行】保育所入所負担金（保育料）

単位：円 単位：円 単位：円

満３歳児未満

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

1 生活保護世帯 0 0 1 (1) 生活保護世帯 0 0 1 (1) 生活保護世帯 0

2 市町村民税非課税世帯 9,000 9,000 (2) ひとり親世帯等 0 0 (2) ひとり親世帯等 0

3
市町村民税所得割課税額
48,600円未満

19,500 19,300 (3) その他世帯 4,500 4,400 (3) その他世帯 6,000

4
市町村民税所得割課税額
97,000円未満

30,000 29,600 (4) ひとり親世帯等 7,100 6,900

階層区分

（市町村民税は前年度分）
※ 9月分以降は当年度分

認定区分

満３歳児未満
階
層

2 市町村民税非課税世帯

市町村民税所得割非課税

認定区分

満３歳児未満

2 市町村民税非課税世帯

区
分

(市町村民税は前年度分)
※ 9月分以降は当年度分

階
層

区
分

（市町村民税は前年度分、所得税額は前
年分）

4
97,000円未満

30,000 29,600 (4) ひとり親世帯等 7,100 6,900

5
市町村民税所得割課税額
169,000円未満

44,500 43,900 (5) その他世帯 7,500 7,300

6
市町村民税所得割課税額
301,000円未満

61,000 60,100 (6) ひとり親世帯等 8,500 8,300 4 (5) 12,500

7
市町村民税所得割課税額
397,000円未満

80,000 78,800 (7) その他世帯 9,000 8,800

8
市町村民税所得割課税額
397,000円以上

104,000 102,400 (8) ひとり親世帯等 9,500 9,300

(9) その他世帯 10,000 9,800

(10) ひとり親世帯等 10,600 10,400

(11) その他世帯 11,200 11,000

(12) ひとり親世帯等 11,900 11,600

6
市町村民税所得割課税額
24,200円以上
36,400円未満

7
市町村民税所得割課税額
36,400円以上

3
市町村民税所得割非課税
世帯

4
市町村民税所得割課税額
12,100円未満

5
市町村民税所得割課税額
12,100円以上
24,200円未満

11,000

市町村民税所得割の額のある世帯

3 市町村民税均等割の額のみある世帯(4)

多子軽減

同一世帯から２人以上の児童が保育所等を利用してい

る場合における利用者負担額は、年齢の高い順に２人目

の子どもにあっては１/２の額を適用し、３人目以降の

子どもにあっては０円とする。

ひとり親世帯等軽減

次に掲げる世帯に属する子どもの利用者負担額につい

ては、次表に掲げる額とする。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項に規定す
(13) その他世帯 12,500 12,200

8 (14) 13,800 13,500 5 (6) 16,500

9 (15) 15,100 14,800

10 (16) 16,500 16,200

11 (17) 19,000 18,600 6 (7) 24,000

12 (18) 21,500 21,100

13 (19) 24,000 23,500

14 (20) 27,500 27,000 7 (8) 31,000

15 (21) 31,000 30,400

市町村民税所得割課税額84,700円以上
97,000円未満

市町村民税所得割課税額97,000円以上
110,400円未満

7 36,400円以上
48,600円未満

市町村民税所得割課税額48,600円以上
57,200円未満

所得税額20,000円未満

所得税額20,000円以上50,000円未満

所得税額50,000円以上70,000円未満
市町村民税所得割課税額110,400円以上
123,100円未満

市町村民税所得割課税額123,100円以上
135,900円未満

市町村民税所得割課税額57,200円以上
65,800円未満

市町村民税所得割課税額65,800円以上
74,400円未満

市町村民税所得割課税額74,400円以上
84,700円未満

子どもにあっては０円とする。

ひとり親世帯等軽減

次に掲げる世帯に属する子どもの利用者負担額につい

ては、次表に掲げる額とする。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項に規定す

る配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの又

は配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの

世帯

イ 次に掲げる在宅障害児（者）を有する世帯

(ｱ) 身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手

帳の交付を受けた者

(ｲ) 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受け

た者

(ｳ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５

条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた

者

(ｴ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める

特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定

める国民年金の障害基礎年金等の受給者 15 (21) 31,000 30,400

2 市町村民税非課税世帯 0 0 16 (22) 36,000 35,300 8 (9) 36,000

3
市町村民税所得割課税額
48,600円未満

18,500 18,300 17 (23) 41,500 40,700 9 (10) 41,500

18 (24) 44,000 43,200 10 (11) 44,000

19 (25) 48,000 47,100 11 (12) 48,000

－２－

市町村民税所得割課税額301,000円以上

所得税額70,000円以上103,000円未満

所得税額103,000円以上258,000円未満

所得税額258,000円以上413,000円未満

所得税額413,000円以上

135,900円未満

市町村民税所得割課税額135,900円以上
169,000円未満

市町村民税所得割課税額169,000円以上
257,500円未満

市町村民税所得割課税額257,500円以上
301,000円未満

者

(ｴ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める

特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定

める国民年金の障害基礎年金等の受給者
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                         ７－参考３ 

保育標準時間内における保育短時間認定子どもに係る延長保育利用料（案） 

区分 
利用料の額（日額） 

第１子 第２子以降 

生活保護世帯 ０  ０ 

上記以外の世帯 ２００ １００ 

ただし、延長保育を利用しようとする月の合計額が、3,000 円（第２子以降は

1,500 円）を超えるときは、3,000 円（第２子以降は 1,500 円）とする。 

円 円 
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                         関係資料 

○子ども・子育て支援法（抜粋） 

（施設型給付費の支給） 

第二十七条 市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、

市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が施設型給付費の支給に係る

施設として確認する教育・保育施設（以下「特定教育・保育施設」とい

う。）から当該確認に係る教育・保育（地域型保育を除き、第十九条第一項

第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認

定こども園において受ける教育・保育（保育にあっては、同号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標

準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの

時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。）又は幼稚園において

受ける教育に限り、同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所に

おいて受ける保育に限り、同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に

限る。以下「特定教育・保育」という。）を受けたときは、内閣府令で定め

るところにより、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特

定教育・保育（保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下

「支給認定教育・保育」という。）に要した費用について、施設型給付費を

支給する。 

２ 略 

３ 施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる

額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。

一 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、

当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教

育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用

の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額） 

二 政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の

状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

４～８ 略 
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（特例施設型給付費の支給） 

第二十八条 

１ 略 

２ 特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

一 特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）から政令で定

める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他

の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回

る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額 

二 特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保

育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用

の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯

の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額

（当該額が零を下回る場合には、零とする。）  

三 特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教

育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用

の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯

の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額

（当該額が零を下回る場合には、零とする。）  

３～５ 略 

（地域型保育給付費の支給） 

第二十九条 市町村は、支給認定子ども（第十九条第一項第三号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳未満保育認

定子ども」という。）が、支給認定の有効期間内において、当該市町村の長

が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を

行う事業者（以下「特定地域型保育事業者」という。）から当該確認に係る

地域型保育（以下「特定地域型保育」という。）を受けたときは、内閣府令

で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護

者に対し、当該特定地域型保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下
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「満三歳未満保育認定地域型保育」という。）に要した費用について、地域

型保育給付費を支給する。  

２ 略 

３ 地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲

げる額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とす

る。

一 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特

定地域型保育の事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」とい

う。）の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常

要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額

を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の

額）  

二 政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の

状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

（特例地域型保育給付費の支給） 

第三十条 

１ 略 

２ 特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

一 特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。

以下この号において同じ。） 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定地域型保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額）か

ら政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の

状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額

が零を下回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額  

二 特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案

して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利

用地域型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支

給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が

定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）  
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三 特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案

して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利

用地域型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支

給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が

定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）  

四 特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特例保育に要した費

用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額）から政令で

定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その

他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下

回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額  

３～５ 略 

○津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

（抜粋） 

（利用者負担額等の受領） 

第十三条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育（特別利用保育及び特別利

用教育を含む。以下この条及び次条において同じ。）を提供した際は、支給

認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（法第二十七条第三

項第二号に掲げる額（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合に

あっては法第二十八条第二項第二号に規定する市町村が定める額とし、特別

利用教育を提供する場合にあっては同項第三号に規定する市町村が定める額

とする。）をいう。）の支払を受けるものとする。

２～６ 略 

附則 

（保育所に係る委託費の支払等） 

第六条 市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における

保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設（都道

府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特

定保育所」という。）から特定教育・保育（保育に限る。以下この条におい

て同じ。）を受けた場合については、当該特定教育・保育（保育必要量の範

囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。）に要し
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た費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教

育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超え

るときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額）に相当する額（以下こ

の条において「保育費用」という。）を当該特定保育所に委託費として支払

うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。  

１～３ 略  

４  第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育

費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、当該保育

費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特

定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴

収するものとする。  

５～８ 略 

○母子及び父子並びに寡婦福祉法（抜粋） 

（定義）  

第六条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者（婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

と死別した女子であって、現に婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をしていないもの及び

これに準ずる次に掲げる女子をいう。 

一 離婚した女子であって現に婚姻をしていないもの 

二 配偶者の生死が明らかでない女子 

三 配偶者から遺棄されている女子 

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子 

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失ってい

る女子 

六  前各号に掲げる者に準ずる女子であって政令で定めるもの

２ この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であ

って、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 

一 離婚した男子であって現に婚姻をしていないもの 

二 配偶者の生死が明らかでない男子 

三 配偶者から遺棄されている男子 
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四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子 

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失ってい

る男子 

六 前各号に掲げる者に準ずる男子であって政令で定めるもの

３～５ 略 

６ この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児

童を扶養しているもの（配偶者のない女子であって民法第八百七十七条の規

定により現に児童を扶養しているもの（以下「配偶者のない女子で現に児童

を扶養しているもの」という。）又は配偶者のない男子であって同条 の規

定により現に児童を扶養しているもの（以下「配偶者のない男子で現に児童

を扶養しているもの」という。）をいう。第八条第二項において同じ。）の

福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各

号に掲げる法人であって当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない

女子又は配偶者のない男子であるものをいう。 

一 社会福祉法人 理事 

二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であって厚生労働省

令で定めるもの 厚生労働省令で定める役員 

○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 

（法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子） 

第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号。以

下「法」という。）第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次

に掲げる女子とする。 

一 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）が法令により長期にわたって拘禁されているた

めその扶養を受けることができない女子 

二 婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

場合を含む。以下同じ。）によらないで母となった女子であって、現に婚

姻をしていないもの

（法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子） 

第一条の二 法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げ

る男子とする。 
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一 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受け

ることができない男子 

二 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの

○地方税法（抜粋） 

（市町村民税に関する用語の意義）  

第二百九十二条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

 一～十 略 

十一 寡婦 次に掲げる者をいう。 

イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の

生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他そ

の者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの 

ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の

生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金

額が五百万円以下であるもの 

十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は

妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を

一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が

五百万円以下であるものをいう。 

２～４ 略 

（個人の市町村民税の非課税の範囲）  

第二百九十五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町

村民税（第二号に該当する者にあっては、第三百二十八条の規定によって課

する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）を課する

ことができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、

この限りでない。 

一 生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者 

二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が

百二十五万円を超える場合を除く。） 

２・３ 略 

（所得控除） 
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第三百十四条の二 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲

げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者

の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

から控除するものとする。 

 一～七 略 

八 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円 

九～十一 略 

２ 略 

３ 所得割の納税義務者が、第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦の

うち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所

得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第

一項第八号の金額は、三十万円とする。 

４～１３ 略 


